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新たな研修制度は、一定期間ごとの知識技術の更新や段階的なスキルアップを図る仕組みとなっており、サ

ービス管理責任者（以下「サビ管」という。）／児童発達支援管理責任者（以下「児発管」という。）として配

置するまでに、長期的かつ計画的な研修受講が必要となります。 

各事業者におかれましては、サビ管／児発管に必要な実務経験及び新たな研修修了の要件について御理解い

ただき、各研修の受講漏れがないよう御注意ください。 

 

【目次】 

１ 研修体系等の見直しについて       P.2 

２ サビ管／児発管の実務経験要件について  P.3 

３ 各研修の対象者             P.5 

４ サビ管／児発管配置時の取り扱いの緩和  P.5 

５ フォローアップ研修について       P.6 

６ 経過措置について            P.6 

７ サビ管／児発管 研修受講の流れ     P.7 

 

 

＜根拠＞ 

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等（平成 18 年厚

生労働省告示第 544号）の一部改正（令和元年厚生労働省告示第 113号） 

 

障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24 年厚生

労働省告示第 230号）の一部改正（令和元年厚生労働省告示第 113号） 
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東京都心身障害者福祉センター 地域支援課 地域支援担当  

サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 
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（令和元年度～） 
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１ 研修体系等の見直しについて 

見直しのポイント 

①サビ管／児発管になるには、基礎研修修了後、実践研修の受講が必要となる 

②サビ管／児発管は、５年度ごとに更新研修の受講が必要となる 

③いずれの研修も、分野別のカリキュラムではなく、統一カリキュラムになる 

（平成３０年度以前の研修修了者は統一カリキュラムを修了したものとみなされ、実務経験の要

件を満たしていれば、他分野のサビ管／児発管として配置可能） 

 

見直しイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各研修の時間数は国の定める標準カリキュラムのもの 

※相談支援従事者初任者研修講義部分については令和２年度よりカリキュラム変更 

※更新研修は令和５年度までは６時間の内容で実施が可能 
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２ サビ管／児発管の実務経験要件について 

○サービス管理責任者の実務経験(概要) 

支援
対象 業務の範囲 業 務 内 容 

実務経験年数 
国家資 
格者※1 

有資格
者※2 

左記以
外の者 

身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
又
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者 

相談支援の業務 
 

日常生活の自立に関
する相談に応じ、助言、

指導その他の支援を行
う業務 
 

ａ 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事
業、その他これらに準ずる事業（※） 

３年 

以上 

 ５年 

以上 

ｂ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉
に関する事務所、発達障害者支援センター、その他これらに準ずる施設（※） 
ｃ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施
設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター 

ｄ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、その他これらに準ずる施設（※） 

ｅ 特別支援学校 

ｆ 医療機関(病院・診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 
(1) 社会福祉主事任用資格を有する者（社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等） 
(2) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級(現：介護職員初任者研修)以上に相当する研修を修了した者 
(3) 国家資格者※１に掲げる資格を有する者 
(4) a～e に掲げる施設等の従業者及び従業者としての期間が１年以上である者 

※その他これらに準ずる事業（施設） 
（a）指定（特定/障害児/一般）相談支援事業所 
（b）保健所・保健センター（障害者の相談支援業務に限る） 
（d）区市町村障害者就労支援センター 

直接支援の業務 
①入浴、排せつ、食事その

他の介護②その者及びそ

の介護者に対して介護に

関する指導又は日常生活

における基本的な動作の

指導、知識技能の付与、生

活能力の向上のために必

要な訓練その他の支援（以

下「訓練等」という。）③その

訓練等を行う者に対して訓

練等に関する指導その他

職業訓練又は職業教育に

係る業務 

ａ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関
係病室 

５年 

以上 
８年 

以上 

ｂ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、その他これらに準ずる事業
（※） 

ｃ 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所 

ｄ 特例子会社、助成金受給事業所 

ｅ 特別支援学校 

※その他これらに準ずる事業 
（b）重度身体障害者グループホーム 
（b）区市町村からの委託等により運営されている小規模作業所等 
（b）区市町村からの委託等により運営されている緊急一時保護事業 
（b）認知症対応型老人共同生活援助 

※１ 国家資格者とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、
義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士の資格に基
づき（資格取得後に）、当該資格に係る業務に従事した期間が３年以上ある者 

※２ 有資格者とは、直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者（資格取得以前も年数に含めて可） 
  （１）社会福祉主事任用資格を有する者（社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等） 
  （２）訪問介護員（ホームヘルパー）２級（現：介護職員初任者研修）以上に相当する研修を修了した者 
  （３）保育士及び児童指導員任用資格者 
  （４）精神障害者社会復帰指導員任用資格者 
 

実務経験の詳細については東京都福祉保健局ホームページ内の「東京都障害者サービス情報」を御確認ください。 

「東京都障害者サービス情報」（トップページ ⇒ 書式ライブラリー ⇒ Ａ【日中系サービス・障害者支援施設】指定申

請書・変更届等 ⇒ ０４ サービス管理責任者の資格要件について） 

事業内容 担当部署 電話番号 

療養介護・生活介護・施設入所支援 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

東京都福祉保健局 障害者施策推進部 

施設サービス支援課 障害者支援施設担当 
03-5320-4156 

共同生活援助（グループホーム） 
東京都福祉保健局 障害者施策推進部 

地域生活支援課 居住支援担当 
03-5320-4151 

就労移行支援・就労継続支援（Ａ型・Ｂ

型)・就労定着支援 

東京都福祉保健局 障害者施策推進部 

地域生活支援課 就労支援担当 
03-5320-4158 

自立生活援助 
東京都福祉保健局 障害者施策推進部 

地域生活支援課 在宅支援担当 
03-5320-4325 

※八王子市に所在する事業所につきましては、八王子市に要件をご確認ください。 

10年から 
短縮 
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○児童発達支援管理責任者の実務経験（概要） 

以下のいずれかの経験年数があり、かつ網掛け以外の事業・施設での実務経験が３年以上の者 

支援
対象 業務の範囲 業 務 内 容 

実務経験年数 
国家資 
格者※1 

有資格
者※2 

左記以
外の者 

〇
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
又
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者 

〇
児
童
福
祉
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童 

相談支援の業務 
 

日常生活の自立に関
する相談に応じ、助言、
指導その他の支援を行

う業務 
 

① 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事
業、その他これらに準ずる事業（※） 

３年 

以上 

 ５年 

以上 

② 児童相談所、児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的
障害者更生相談所、福祉に関する事務所、発達障害者支援センター、その他これらに準ずる施設（※） 
③ 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援
施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療
院、地域包括支援センター 

④ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、その他これらに準ずる施設（※） 

⑤ 学校教育法第 1条に規定する学校（大学を除く） 

⑥ 病院若しくは診療所において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 
(1) 社会福祉主事任用資格を有する者（社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等） 
(2) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級(現：介護職員初任者研修)以上に相当する研修を修了した者 
(3) 国家資格者※１に掲げる資格を有する者 
(4) ①から⑤ に掲げる施設等の従業者及び従業者としての期間が１年以上である者 

※その他これらに準ずる事業（施設） 
（a）指定（特定/障害児/一般）相談支援事業所 
（b）保健所・保健センター（乳幼児・児童又は障害児・者の業務に限る） 
（d）区市町村障害者就労支援センター 

直接支援の業務 
①入浴、排せつ、食事その

他の介護②その者及びそ

の介護者に対して介護に

関する指導又は日常生活

における基本的な動作の

指導、知識技能の付与、生

活能力の向上のために必

要な訓練その他の支援（以

下「訓練等」という。）③その

訓練等を行う者に対して訓

練等に関する指導、その他

職業訓練又は職業教育に

係る業務 

① 障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児
童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害
者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室、その他これらに準
ずる施設（※） 

５年 

以上 
８年 

以上 

② 障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事
業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規
模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事
業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業、その
他これらに準ずる事業（※） 

③ 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所 

④ 特例子会社、助成金受給事業所 

⑤ 学校 

※その他これらに準ずる事業 
（①）認証保育所（都及び他の自治体） 
（②）自治体からの補助により実施されている子育て支援事業等 

※１ 国家資格者とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能
訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福
祉士の資格に基づき（資格取得後に）、当該資格に係る業務に従事した期間が５年以上ある者 

※２ 有資格者とは、直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者（資格取得以前も年数に含めて可） 
  （１）社会福祉主事任用資格を有する者（社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等） 
  （２）訪問介護員（ホームヘルパー）２級（現：介護職員初任者研修）以上に相当する研修を修了した者 
  （３）保育士及び児童指導員任用資格者 
  （４）精神障害者社会復帰指導員任用資格者 
 

実務経験の詳細については東京都福祉保健局ホームページ内の「東京都障害者サービス情報」を御確認ください。 

「東京都障害者サービス情報」（トップページ ⇒ 書式ライブラリー ⇒ Ａ【児童福祉法に基づく障害児施設】指定申請

書・変更届等 ⇒ 申請のご案内）内にある「児童発達支援・放課後等デイサービス指定申請マニュアル」（１４ページ

から１６ページ） 

事業内容 担当部署 電話番号 

児童発達支援・放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援・障害児入所支援 

児童発達支援センター 

東京都福祉保健局 障害者施策推進部 

施設サービス支援課 児童福祉施設担当 
03-5320-4374 

 

※世田谷区、江戸川区及び八王子市に所在する事業所につきましては、各区市に要件をご確認ください。 

（令和２年７月以降は荒川区に所在する事業所も、荒川区に要件をご確認ください。） 

10年から 
短縮 
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３ 各研修の対象者 

＜共通＞ 

①東京都内の障害福祉サービス事業所等において、②サビ管／児発管として配置予定の者又は配置されてい

る者 

 

＜基礎研修＞ 

「２ サビ管／児発管の実務経験要件について」記載の実務経験年数から２年引いた年数を満たす実務経験

がある者（例：相談支援業務５年以上→基礎研修は相談支援業務の実務経験３年以上から受講可能） 

 

＜実践研修＞ 

基礎研修修了後、５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務経験（OJT）のある者 

  

＜更新研修＞ 

 次のいずれかの経験を有する者 

 ①過去５年間に２年以上のサビ管等※の実務経験がある者 

 ②現にサビ管等※として従事している者 

 （サビ管等※…サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援専門員） 

 ◎実践研修受講の翌年度から起算して５年度毎に１回の受講が必要 

 

研修を修了しても、実務経験年数が足りない場合、サビ管／児発管として配置することができませ

ん。受講希望者の所属事業所において、実務経験年数に不足がないか十分確認の上、研修に推薦

及び申込みをしてください。 

 

４ サビ管／児発管配置時の取り扱いの緩和 

サビ管／児発管として配置するためには、基礎研修修了後、更に実践研修を受講しなくてはならなくなった

ことから、以下の緩和措置がとられます。 

 

（１）既にサビ管／児発管が１名配置されている場合は、基礎研修修了者を２人目のサビ管／児発管として配

置できる 

（２）基礎研修修了者は、個別支援計画の原案を作成できる 

 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ Ｒ１４

基礎
研修
受講

実践
研修
受講

更新
研修
受講

更新
研修
受講

5年間のうちに更新研修を1回受講 5年間のうちに更新研修を1回受講

R19まで

サビ管

児発管

として

従事可能

OJT2年以上

サビ管・児発管として従事可能

サビ管・児発管として従事可能

5年度の枠ごとに受講していれば、

1回目と2回目の更新研修受講間隔

が6年以上になっても可



研修制度変更に関するまとめ 6/7 

 

５ フォローアップ研修について 

児発管として配置予定の方は、支援の特性により、東京都が独自で実施するフォローアップ研修の受講を推

奨します。（講義形式 1日） 

 

６ 経過措置について 

平成３０年度までの研修修了者や実務経験を満たしている基礎研修修了者に対する経過措置は以下のとおりで

す。 

 

■平成３０年度までのサビ管／児発管研修及び相談支援従事者初任者研修（２日課程）の修了者 

・令和５年度までは引き続きサビ管／児発管として業務可能 

・令和６年度以降も業務を継続するには、令和５年度までに更新研修の受講が必要 

※令和５年度までの１回目の更新研修の受講にあたってのみ、実務経験（過去５年間に２年以上のサビ管等の

実務経験又は現にサビ管等に従事）は不要 

※令和５年度までに更新研修を受講しなかった場合は、令和６年度以降に「実践研修」を修了することにより、

再度サビ管／児発管として配置可能（この場合は実践研修受講のための実務経験は不要） 

 

■令和元年度から令和３年度までのサビ管／児発管基礎研修の受講者 

基礎研修修了時点でサビ管／児発管としての実務経験を満たしている場合は、基礎研修修了後３年間に限り、

実践研修を受講していなくてもサビ管／児発管の要件を満たしているとみなします。 

（基礎研修受講後に実務経験を満たした場合を含む。また、実践研修の受講にあたっては基礎研修の修了後に

２年以上の実務経験（OJT）が必要） 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

基礎
研修
受講

実践
研修
受講

基礎
研修
受講

× × 実践
研修
受講

２年以上のOJT
（相談支援又は直接支援業務）

基礎研修修了後、３年間サビ管／児発管として従事可

サビ管／児発管として従事可（R8年度までに更新研修の受講が必要）

基礎研修修了後、３年間サビ管／児発管として従事可
サビ管／児発管

として従事不可

サビ管／児発管として従事可

（R11年度までに更新研修受講が必要）

サビ管／児発管

配置に必要な

実務経験あり

２年以上のOJT
（相談支援又は直接支援業務）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

更新
研修
受講

更新
研修
受講

× × 実践
研修
受講

この間に２回目の更新研修受講が必要 この間に３回目の更新研修受講が必要

この間に２回目の更新研修受講が必要 この間に３回目の更新研修受講が必要

令和５年度までに更新研修受講せず
この間に１回目の更新研修受講が必要

サビ管・児発管として

従事不可
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■平成３０年度までにサビ管／児発管研修又は相談支援従事者初任者研修（２日課程）の片方のみ受講した方 

新しい制度・カリキュラムになったため、基礎研修（５日間）全ての受講を推奨しますが、以下のとおり、

令和元年度以降に未修了部分の研修を受講することにより、基礎研修修了者の取り扱いとなります。 

 

サビ管／児発管研修のみ受講済 

→令和３年度までの経過措置として、基礎研修の募集と同時に相談支援従事者初任者研修（講義部分）のみを

受講するコースを設けます。（Ａコース） 

  

相談支援従事者初任者研修（２日課程）のみ受講済 

→基礎研修（５日間）のうち、１、２日目の相談支援従事者初任者研修（講義部分）が免除可能です。相談支

援従事者初任者研修修了者（相談支援専門員）が基礎研修を受講する場合も同様の扱いです。（Ｂコース） 

 

 

７ サビ管／児発管 研修受講の流れ 

 

サービス管理責任者（サビ管）・児童発達支援管理責任者（児発管） 研修受講フロー（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

これまでにサビ管／児発管に関する 

研修を受講したことがない 

相談支援従事者初任者研修を受講済 

（相談支援専門員資格を所持） 

相談支援従事者初任者研修（２日課

程）を受講済 

サービス管理責任者研修 

又は 

児童発達支援管理責任者研修 

（共通講義 1日＋分野別演習２日） 

を受講済 

Ａコース 

相談支援従事者初任者研修 

（講義部分） ２日間 

※3、4、5日目の受講も希望する場

合はＡＢコースを申し込む 

ＡＢコース 

サービス管理責任者基礎研修及び 

児童発達支援管理責任者基礎研修 

（５日間） 

Ｂコース 

サービス管理責任者基礎研修及び 

児童発達支援管理責任者基礎研修 

（３日間） 

※１、２日目は免除 

（令和２年度より新カリキュラ

ムのため、５日間（ＡＢコース）

の受講を推奨しています。） 

 

 

サビ管／児発管

に必要な実務経

験年数を 

満たしていない 

本研修修了後 

３年間に限り 

サビ管／児発管

として従事可能 

【令和 3年度まで

の経過措置】 

・個別支援計画

の原案作成可 

・２人目のサビ

管／児発管とし

て従事可能 

対象となる研修 研修受講歴 

研修受講後 

２年以上の

相談支援又

は直接支援

の実務経験 

サビ管／児発管

に必要な実務経

験年数を 

満たしている 

サービス管理

責任者及び児

童発達支援管

理責任者 

実践研修 

を受講 

令和４年度 

以降 

５年度ごとに 

更新研修を受講 

（実務経験要件あり） 

サビ管／児発管 

として従事可能 

※Ａコースの募集は令和 3年度まで 


